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社
会
保
険
庁
で
は
毎
年

１１
月
６

日
〜

１２
日
を
「
年
金
週
間
」
と
定

め
、
皆
さ
ん
に
年
金
制
度
に
つ
い

て
正
し
く
理
解
し
て
い
た
だ
け
る

よ
う
広
報
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
「
ね
ん
き
ん
月
間
」
は
、
国
民

の
一
人
ひ
と
り
が
、
年
金
を
身
近

で
大
切
な
も
の
と
し
て
考
え
、
公

的
年
金
制
度
の
意
義
や
役
割
を
正

し
く
認
識
し
、
年
金
行
政
に
つ
い

て
の
理
解
と
信
頼
を
深
め
て
い
た

だ
く
こ
と
に
よ
り
、
一
人
ひ
と
り

に
年
金
制
度
へ
の
参
画
意
識
を
持

っ
て
い
た
だ
く
こ
と
を
目
的
と
し

て
い
ま
す
。

　
年
金
加
入
記
録
の
提
供
や
年
金

相
談
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
充

実
を
図
る
と
と
も
に
、
国
民
の
年

金
権
を
確
保
す
る
た
め
に
公
的
年

金
制
度
の
加
入
意
義
や
保
険
料
の

納
付
義
務
に
つ
い
て
理
解
を
求
め
、

国
民
年
金
保
険
料
の
収
納
対
策
を

推
進
す
る
も
の
で
す
。

　
公
的
年
金
制
度
は
「
世
代
と
世

代
の
支
え
あ
い
」
で
成
り
立
っ
て

い
ま
す
。

　
本
人
の
納
め
た
保
険
料
分
だ
け

で
は
、
と
て
も
現
在
の
受
給
者
の

年
金
額
を
ま
か
な
い
き
れ
ま
せ
ん
。

（
高
知
県
の
現
在
の
国
民
年
金
受

給
権
者
数
は
約

２１
万
人
、
年
金
額

は
約
１
３
０
０
億
円
）

　
年
金
は
、
現
役
世
代
の
納
め
る

保
険
料
が
今
の
高
齢
者
を
支
え
、

い
ず
れ
は
現
役
世
代
も
今
の
子
ど

も
た
ち
の
世
代
に
支
え
て
も
ら
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
こ
の
機
会
に
、
年
金
を
身
近
で

大
切
な
も
の
と
し
て
、
見
直
し
て

み
ま
せ
ん
か
。

　
国
民
年
金
保
険
料
は
、
税
の
申

告
に
お
い
て
納
め
た
全
額
が
社
会

保
険
料
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す

が
、
年
末
調
整
や
確
定
申
告
で
国

民
年
金
保
険
料
を
申
告
す
る
際
に

は
、
保
険
料
を
支
払
っ
た
こ
と
を

証
明
す
る
書
類
の
添
付
が
必
要
で

す
。

　
そ
の
た
め
、
国
民
年
金
保
険
料

を
納
付
さ
れ
た
皆
さ
ん
に
、「
社

会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）

控
除
証
明
書
」
を
お
送
り
し
ま
す

の
で
、
年
末
調
整
や
確
定
申
告
を

行
う
時
ま
で
大
切
に
保
管
し
て
く

だ
さ
い
。

　
な
お
、
世
帯
主
が
そ
の
扶
養
家

族
の
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
し

た
場
合
な
ど
は
、
納
付
し
た
方
が

申
告
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
お
届
け
時
期
は
、
平
成

２１
年
１

月
か
ら
９
月
末
日
ま
で
に
納
付
さ

れ
た
方
は
、
今
年

１１
月
上
旬
、

１０

月
１
日
か
ら

１２
月
末
日
ま
で
に
今

年
初
め
て
納
付
さ
れ
た
方
は
来
年

２
月
上
旬
と
な
っ
て
い
ま
す
。

※
証
明
書
お
よ
び
領
収
証
書
を
紛

失
さ
れ
た
場
合
は
、
高
知
社
会

保
険
事
務
局
幡
多
事
務
所
ま
で

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　　
老
齢
ま
た
は
退
職
を
支
給
事
由

と
す
る
老
齢
年
金
は
、
所
得
税
法

に
よ
り
「
雑
所
得
」
と
し
て
所
得

税
が
か
か
り
ま
す
が
、
こ
の
所
得

税
を
計
算
す
る
際
の
各
種
控
除
を

受
け
る
た
め
に
対
象
と
な
る
年
金

受
給
者
に
対
し
て
は
、
毎
年

１０
月

下
旬
に
「
扶
養
親
族
等
申
告
書
」

が
社
会
保
険
業
務
セ
ン
タ
ー
（
お

よ
び
厚
生
年
金
基
金
・
各
共
済
組

合
）
か
ら
送
付
さ
れ
て
き
ま
す
。

　
こ
の
申
告
書
を

１２
月
初
旬
の
提

出
期
限
ま
で
に
提
出
す
る
と
、
翌

年
に
支
払
わ
れ
る
年
金
か
ら
、
公

的
年
金
控
除
、
配
偶
者
控
除
な
ど

の
各
種
控
除
が
適
用
さ
れ
た
上
で

源
泉
徴
収
が
行
わ
れ
ま
す
。

　
た
だ
し
、
年
金
以
外
に
収
入
が

あ
る
場
合
は
、
確
定
申
告
が
必
要

で
す
。

　
な
お
、
年
金
額
が
１
０
８
万
円

（
６５
歳
以
上
の
方
は
１
５
８
万
円
）

未
満
の
方
に
は
、
非
課
税
の
た
め

送
ら
れ
ま
せ
ん
。

○
お
問
い
合
わ
せ
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合
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務
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蕁
３
４
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１
６
１
６（
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通
）

１１
月
は

「
ね
ん
き
ん
月
間
」
で
す

社
会
保
険
料
（
国
民
年
金

保
険
料
）
控
除
証
明
書
が

発
行
さ
れ
ま
す

老
齢
年
金
受
給
者
の
み
な

さ
ん
へ
…

扶
養
親
族
等
申
告
書
の
提

出
を
お
忘
れ
な
く

ね
ん
き
ん
コ
ー
ナ
ー

ね
ん
き
ん
コ
ー
ナ
ー

ね
ん
き
ん
コ
ー
ナ
ー

ね
ん
き
ん
コ
ー
ナ
ー

法務局からのお知らせ  供託の新しい制度 ～オンライン申請・電子納付～
　法務局で取り扱っております供託（地代・家賃弁済供託など）手続きにつきましては、郵
送による申請や自宅や事務所のパソコンを利用したインターネットによるオンライン申請が
可能です。
　また、供託金の納付の方法も、インターネットバンキングやペイジーマークのあるATMを
利用しての納付（電子納付）が可能となるなど、より利用しやすい制度となっております。
　供託手続、オンライン申請などについての詳しいことは、法務省ホームページ（http：
//www.moj.go.jp/）、または高知地方法務局供託課（蕁088－822－3458）へお問い合わ
せください。


